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泉佐野市議会基本条例   

 

目次  
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第２章 議会及び議員の活動原則（第２条―第４条の２） 

第３章 市民と議会の関係（第５条―第６条の２）  

第４章 議会と市長等の関係（第７条―第９条）  

第５章 議会の活動（第１０条―第１４条）  

第６章 議会及び議会事務局の体制整備（第１５条―第１９条）  

第７章 議員の政治倫理、定数等（第２０条・第２１条）  

第８章 補則（第２２条・第２３条）  

附則  

 

議会は、市民から選挙で選ばれた議員により構成される機関である。そして、

執行機関たる市長との二元代表制の下、議決機関たる議会は監視機能を十分に

発揮するとともに、評価機能の充実と政策形成能力の向上に努めながら、日本

国憲法及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）に基づき、地方自治の本旨

の実現を目指すものである。  

本議会は、市民との協調の下に地方分権の時代にふさわしい議会を目指し、

法令を遵守することはもとより、この条例の精神を理解し、実践することによ

り、市民に信頼され、活発な議会を築いていく。  

ここに、本市の歴史と文化を生かした、夢と活力のある泉佐野市の創造に向

け、市民が納める税金の重みを理解し、強い責任感を持って市民の信託に全力

で応えていくことを決意し、この条例を制定する。  

 

   第１章 総則  

（目的)  

第１条   この条例は、議会及び議員の責務及び活動に関する基本的事項を定  

めることにより、地方分権の時代にふさわしい議会の在り方を明らかにする

とともに、更なる議会の活性化を図り、もって市民生活の向上及び民主政治

の健全な発展に寄与することを目的とする。  

  

第２章 議会及び議員の活動原則  

（議会の活動原則) 

第２条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。  

(1) 市民に開かれた議会を目指し、情報公開及び市民参加の促進に努めるこ

と。  

(2) 市民に信頼される議会を目指し、公平性及び公正性を確保すること。  
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(3) 市民に親しまれる議会を目指し、分かりやすい言葉で説明責任を果た

すこと。  

(4) 市民に責任を果たす議会を目指し、監視機能を発揮すると共に、議決責

任を深く認識すること。  

 

（議員の活動原則)  

第３条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。  

(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分認識し、

活発な議論を行うこと。  

(2) 市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高めるために不断

の研さんに努めること。  

(3) 議会の構成員として、一部の団体又は地域の代表としてではなく、市民

全体の福祉の向上を目指して活動すること。  

(4) 市民の代表として、条例又は政策の提案を積極的に行うよう努めるこ

と。  

 

（議会改革の推進)  

第４条 議会は、議会改革を推進するため、必要に応じて、議員で構成する  

検討組織を設置することができる。  

２ 議会内での申し合わせ事項は、必要に応じて見直しを行うものとする。 

 

（災害時等の議会対応）  

第４条の２ 議会は、災害時においても、議会機能を的確に維持しなければな

らない。 

２ 災害時の議会の行動基準等に関しては、泉佐野市議会業務継続計画（議会

が災害時においても議会としての権能を果たすために必要な事項を定めた

計画をいう。）で定める。  

 

   第３章 市民と議会の関係  

（市民参加及び市民との連携）  

第５条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を果

たさなければならない。  

２ 議会は、本会議、常任委員会のほか、全ての会議を原則として公開する。 

３ 議会は、請願又は陳情を審議する場合においては、これらの提案者にその

意見を述べる機会を設けるよう努めるものとする。  

 

（意見交換会）  

第６条 議会は、議員、市民及び団体が自由に情報及び意見を交換する意見交

換会を行うものとする。  

２  議 会 は 、 前 項 の 意 見 交 換 会 に お い て 出 さ れ た 意 見 に つ い て 、 市 政  
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に 反 映 で き る よ う 努 め る も の と す る 。  

 

（ こ ど も ・ 若 者 世 代 へ の 取 組 ）  

第 ６ 条 の ２  議 会 は 、 こ ど も ・ 若 者 世 代 の 考 え 及 び 意 見 を 尊 重 す る と

と も に 、 理 解 を 深 め る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と

す る 。  

 

   第４章 議会と市長等の関係  

（議員と市長等の関係 ) 

第７条 議会の審議における議員と市の執行機関及びその補助機関（以下「市

長等」という。）との関係は、緊張関係を保持するよう努めなければならな

い。  

２ 本会議及び委員会における議員と市長等の質疑応答は、市政上の論点及び

争点を明確にするため、一問一答方式で行うことができる。  

３ 議長から本会議又は委員会への出席を要請された市長等は、議長又は委員

長の許可を得て、議員の質問に対して反問することができる。  

４ 市長等は、市政に重要な影響を及ぼす施策等を公表しようとするときは、

議長に報告するよう努めるものとする。  

 

（議会審議における論点の明確化 )   

第８条 市長等は、重要な政策を提案する場合は、議会の審議における論点を

明確化し、その政策水準を高めることに資するため、次に掲げる事項につい

て明らかにするよう努めなければならない。  

 (1) 政策提案の趣旨  

 (2) 提案に至るまでの経緯  

 (3) 他の政策との検討内容  

 (4) 市民参加の実施の有無とその内容  

 (5) 総合計画（市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基

本的な計画をいう。以下同じ。）との整合性  

 (6) 財源措置  

(7) 将来にわたる効果及び費用  

２  前 項 の 規 定 は 、 予算の提案及び決算の認定について準用するものとす

る。 

 

（議決事件の拡大及び報告事項）     

第９条 市長は、総合計画の策定、変更又は廃止（以下「策定等」という。）

をしようとするときは、議会の議決を経なければならない。  

２ 市長等は、市政に係る重要な計画（前項に規定する総合計画に基づく実施

計画又は各行政分野における基本的な計画で法律の規定により定めるものを

いう。）の策定等をしようとするときは、その概要を議員協議会（議長が議
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員を招集して開催する事実上の会議をいう。）に報告しなければならない。  

 

第５章 議会の活動  

（議員間の自由討議）    

第１０条 議員は、議会の機能を発揮するため、積極的に議員相互間の自由な

討議に努めるものとする。  

２ 議会は、本会議及び委員会において、議員及び市長から提出された議案並

びに市民等から提出された請願、陳情等に関して、議員相互間の自由な討議

を尽くすものとする。  

３  議員提出議案については、提出議員を含めた自由な討議を行うものとす

る。 

  

（政策討論会）  

第１１条 議会は、市政に関する重要な政策及び課題について、議会としての

共通認識を図るため、政策討論会を開催するものとする。  

 

（議会の行政評価）  

第１２条 議会は、市が実施している政策、施策、事務事業等について、有効

性、効率性、必要性等の視点から評価するものとする。  

２ 議会の行政評価は、行政側の活動を監視し、評価することで適正な行政運

営の確保に努めることを目的に行うものとする。  

３ 議会としての共通認識を深め、合意形成を得るために、行政評価討論会を

開催するものとする。  

４ 議会は、行政評価を行ったときは、その結果を市民に公表するとともに、

市長に提出するものとする。 

 

（委員会）  

第１３条 委員会は、それぞれの設置目的に応じた機能が十分発揮されるよう

運営しなければならない。  

２ 委員は、市民の要請に応えるため、所管の委員会に係る市政の課題に対し、

常に問題意識を持って質疑を行うものとする。  

３ 委員会は、視察終了後、原則として速やかに委員会協議会（委員長が委員を

招集して開催する事実上の会議をいう。）を開催し、報告書を作成すると共

に、公開で視察報告を行うよう努めるものとする。  

 

（政務活動費の執行及び公開）  

第１４条 会派（所属議員が一人の場合を含む。以下同じ。）は、地方自治法

の規定に基づき交付される政務活動費を有効に活用し、政策提言等に生かす

よう積極的に市政に関する調査研究その他の活動を行わなければならない。  

２ 会派は、証拠書類を公開すること等により、政務活動費の使途の透明性を
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確保するものとする。  

 

第６章 議会及び議会事務局の体制整備  

（学識経験を有する者等の活用等）  

第１５条 議会は、議案等の調査及び研究に当たり、適切な判断に資するため、

必要があると認めるときは、地方自治法に規定する学識経験を有する者等に

よる専門的事項に係る調査並びに公聴会制度及び参考人制度を積極的に活用

し、議会の意思決定に反映するよう努めるものとする。   

 

（議員研修会の開催）  

第１６条 議会は、議員の政策形成能力その他議員としての資質の向上を図る

ため、議員研修会を開催するものとする。  

２ 前項の議員研修会は、広く各分野の専門家等を招き、年１回以上開催する

ものとする。  

 

（議会事務局の体制整備）  

第１７条 議会は、議会の活動を円滑に行うために、議会事務局の組織体制の

整備に努めるものとする。  

２ 議会は、議員の政策提案等を補助するため、事務局の調査機能及び法務機

能の充実強化を図るよう努めるものとする。 

 

（議会図書室の充実）  

第１８条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努める

ものとする。  

 

（議会の情報発信) 

第１９条 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用すること

により、多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるも

のとする。  

２ 議会は、議案に対する各議員の対応を議会広報で公表する等、情報の提供

に努めるものとする。  

３ 議会は、インターネット配信等を通じ、議会中継放送を行うものとする。 

 

   第７章 議員の政治倫理、定数等  

（議員の政治倫理)  

第２０条 議員は、選挙で選ばれた市民の代表として、高い倫理観を持ち、品位

の保持に努めなければならない。  

 

（議員の定数及び議員報酬）  

第２１条 議員の定数及び議員報酬の基準は、人口、面積、財政力及び市の事
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業課題並びに他市の状況等を総合的に検討し、決定するものとする。  

２ 議員の定数及び議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけでは

なく、市民の客観的な意見も参考にしながら、市政の現状と課題、将来の予

測と展望を十分に考慮するものとする。  

３ 泉佐野市議会議員定数条例（昭和３２年泉佐野市条例第２４号）又は議会

の議員の議員報酬及び費用弁償等についての条例（昭和３１年泉佐野市条例

第１５号）を改正する条例案を議員が提出する場合は、前２項の規定を踏ま

えた明確な改正理由を付さなければならない。  

 

第８章 補則  

（この条例の位置付け）  

第２２条 この条例は、議会に関する基本的な事項を定める条例であり、議会に

ついての他の条例等を制定又は改廃をするときは、この条例の趣旨を十分に尊

重しなければならない。  

２ 議会は、選挙を経た任期開始後、速やかに議員にこの条例の理念を周知し

なければならない。  

 

（この条例の見直し）  

第２３条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見及び社会情勢の変化等

を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、

その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。  

２ 議会は、この条例を改正する場合には、本会議において、改正の理由及び

背景を詳しく説明しなければならない。  

 

   附 則  

 この条例は、平成２５年４月１日から施行する。  

 

附 則  

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 

 


